
 ※下欄にご記入のうえメールでご送信ください。サポート日時を調整後にご連絡いたします。

  公益社団法人 大阪府建築士会事務局宛 e-mail：info@aba-osakafu.or.jp FAX：06-6943-7103 TEL：06-6947-1961

相談者 フリガナ ケンチク タロウ

氏名  建築   太郎

主な立場 ■設計者  □施工者  □建築主  □代理人  □その他（        ）

職種 ■建築士  □大工  □宅建業者   □行政書士   □その他（        ）

TEL 06-2345-6789 FAX 06-2345-1234

e-mail support@sekkei.co.jp

建物所在地 大阪府（大阪市⻄区）※市区町村名までご記入ください

□都市計画区域外・準都市計画区域外

建物諸元 構造 ■木造  □RC造  □鉄骨造  □その他（        ）

階数 □平屋  ■2階  □3階以上

延べ床面積 ■〜200㎡以下  □200㎡超300㎡以下  □300㎡超〜

サポート日時 ※サポート実施日時は平日の⽕曜日・⾦曜日の13時〜16時となります

※お申込日より1週間後以降の日程をご記入ください

 ・第1希望（ 2025年 1⽉ 15日（⽔） 13時〜 ） 

 ・第2希望（ 2025年 1⽉ 17日（⾦） 13時〜 ）   

 ・第3希望（ 2025年 1⽉ 21日（⽕） 13時〜 ）   

サポート方法 ■対面（大阪府建築士会）  □オンライン ※オンラインはご希望に添えない場合が
ございます

サポート内容 申請図書関係 ■新たに添付が必要となる図書等の種類及び記載方法（建築基準法関係）

■新たに添付が必要となる図書等の種類及び記載方法（建築物省エネ法関係）

□完了検査時に提出が必要となる監理状況書類等の準備方法

□その他（        ）

構造関係 ■壁量計算等の改正概要

□設計支援ツールの参照方法・使用方法

□経過措置

□その他（        ）

省エネ関係 ■省エネ適判の手続方法

□仕様基準によるチェック方法・記載方法

□省エネ計算の種類と特徴

■外皮計算シート・Webプロの参照先・入力方法

□省エネ住宅ローン減税の申請書の記載方法

□その他（        ）

図面等の申請図書の有無 ■有  □無

申請書等の提出先（予定） 大阪確認検査機構株式会社

勤務先名 株式会社サポート設計事務所

改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けた建築士サポート申込書
建築基準法・建築物省エネ法改正に係るサポート（相談）を申し込みます。なお、建築確認や適合性判定許可等の申請については自
己の責任において行います。

相談申込時に申請
書・申請図書を添付
してください。
準備できない場合は
相談日までにご用意
ください。

相談内容の項目はま
とめて行うようにお
願いいたします。
相談件数に限りがあ
りますのでよろしく
お願いいたします。

所在地は必ず記載し
てください。大阪府
外または決定してい
ない場合は相談をお
受けできません。

未定の場合は「申請先未定」と
ご記入ください。

申込時の留意事項です。ご確認
よろしくお願いいたします。


